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令和３年第７回沖縄県議会（臨時会）会期日程

月  日 曜日 日             程 備       考

1 ８月31日 火  委員会付託

（会議録署名議員の指名）
（会期の決定）

本 会 議 （委員長報告、採決）
（知事提出議案の説明、質疑）

  ※　休憩中に委員会審査
（委員長報告、採決）
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山　内　末　子　さん





令和３年８月31日
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第 ７ 回　 　 沖縄県議会（臨時会）会議録

（第１号）
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20　番　　新　垣　　　新　君
21　番　　下　地　康　教　君
22　番　　石　原　朝　子　さん
23　番　　仲　村　家　治　君
24　番　　仲宗根　　　悟　君
25　番　　仲　村　未　央　さん
26　番　　玉　城　武　光　君
27　番　　比　嘉　瑞　己　君
28　番　　当　山　勝　利　君
29　番　　照　屋　大　河　君
31　番　　西　銘　啓史郎　君
32　番　　座　波　　　一　君
33　番　　大　浜　一　郎　君
34　番　　呉　屋　　　宏　君
35　番　　花　城　大　輔　君
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38　番　　崎　山　嗣　幸　君
39　番　　玉　城　ノブ子　さん
40　番　　西　銘　純　恵　さん
41　番　　渡久地　　　修　君
42　番　　瑞慶覧　　　功　君

令和３年
第 ７ 回　　沖縄県議会（臨時会）会議録（第１号）

 令和３年８月 31日（火曜日）午前 10時開会

議　　事　　日　　程　第１号
令和３年８月31日（火曜日）

午前10時開議
第１　会議録署名議員の指名
第２　会期の決定
第３　令和３年第６回議会議員提出議案第１号（経済労働委員長報告）
第４　甲第１号議案（知事説明、質疑）
　　　　　　 

本日の会議に付した事件
日程第１　会議録署名議員の指名
日程第２　会期の決定
日程第３　新型コロナウイルス感染症の影響を受けている観光産業の再興に関する条例
日程第４　甲第１号議案
　　　　　　甲第１号議案　令和３年度沖縄県一般会計補正予算（第13号）
日程追加　甲第１号議案
　　　　　　甲第１号議案　令和３年度沖縄県一般会計補正予算（第13号）
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○議長（赤嶺　昇君）　ただいまより令和３年第７回
沖縄県議会（臨時会）を開会いたします。

○議長（赤嶺　昇君）　これより本日の会議を開きま
す。
　日程に入ります前に報告いたします。
　本日、知事から、お手元に配付いたしました議案１
件及び補正予算説明書の提出がありました。
　その他の諸報告については、お手元に配付の文書に
より御了承願います。

〔諸般の報告　巻末に掲載〕

○議長（赤嶺　昇君）　日程第１　会議録署名議員の
指名を行います。
　今期臨時会の会議録署名議員は、会議規則第121条
の規定により
　　　16番　山　里　将　雄　君　及び
　　　22番　石　原　朝　子　さん
を指名いたします。
―◆・・◆―

○議長（赤嶺　昇君）　日程第２　会期の決定を議題
といたします。
　お諮りいたします。
　今期臨時会の会期は、本８月31日の１日といたし

たいと思います。
　これに御異議ありませんか。
　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（赤嶺　昇君）　御異議なしと認めます。
　よって、会期は、本８月31日の１日と決定いたし
ました。
―◆・・◆―

○議長（赤嶺　昇君）　日程第３　令和３年第６回議
会議員提出議案第１号を議題といたします。
　本案に関し、委員長の報告を求めます。
　経済労働委員長西銘啓史郎君。

〔委員会審査報告書（条例）　巻末に掲載〕

　　　〔経済労働委員長　西銘啓史郎君登壇〕
○経済労働委員長（西銘啓史郎君）　ただいま議題と
なりました令和３年第６回議会議員提出議案第１号
「新型コロナウイルス感染症の影響を受けている観光
産業の再興に関する条例」について、以下、委員会に
おける審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
　なお、同議案は８月18日の令和３年第６回議会に
提案され付託されたものであり、同日の委員会におき
ましては、提出者を代表して座波一議員外２名の議員
の出席を求め質疑を行いました。
　提出者への質疑の概要等について申し上げます。

43　番　　比　嘉　京　子　さん
44　番　　末　松　文　信　君
45　番　　島　袋　　　大　君

46　番　　中　川　京　貴　君
47　番　　照　屋　守　之　君

欠　席　議　員（１名） 
30　番　　山　内　末　子　さん

説明のため出席した者の職、氏名
知 事　　玉　城　デニー　君
副 知 事　　謝　花　喜一郎　君
副 知 事　　照　屋　義　実　君
総 務 部 長　　池　田　竹　州　君
子ども生活福祉部長　　名渡山　晶　子　さん

保 健 医 療 部 長　　大　城　玲　子　さん
商 工 労 働 部 長　　嘉　数　　　登　君
総 務 部 財 政 統 括 監　　平　田　正　志　君
教 育 長　　金　城　弘　昌　君

職務のため議場に出席した事務局職員の職、氏名 
事 務 局 長　　知　念　弘　光　君
次 長　　上　原　貴　志　君
議 事 課 長　　佐久田　　　隆　君
課 長 補 佐　　城　間　　　旬　君
主 幹　　宮　城　　　亮　君

主 査　　親富祖　　　満　君
政 務 調 査 課 副 参 事　　中　村　　　守　君
主 幹　　嘉　陽　　　孝　君
主 幹　　下　地　広　道　君
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　初めに、コロナにより全ての産業に影響が出ている
中、本条例が観光産業をメインに打ち出す理由は何か
との質疑がありました。
　これに対し、本県のリーディング産業である観光産
業は非常に裾野が広く、ひいては農業、漁業、製造業
まで関わってくる中で県民の生活と密接に関連して
おり、観光産業の復興イコール県民の生活を守ること
であると理解している。当然、他の産業にも配慮する
条項等も入れながら、今回は特に観光に焦点を当てて
制定するものであるとの答弁がありました。
　次に、感染状況が大変厳しいこの時期に条例を制定
することは、県民に自粛を求めながら、県外から人を
呼び込もうとしているのではないかと受け取られか
ねず、誤ったメッセージにならないか。また、条例が
対象とする事業者等の範囲を、より明確化する必要は
ないかとの質疑がありました。
　これに対し、本条例の制定は、コロナ終息後の安定
期を見越した事前の準備であり、今いきなり観光客を
呼び込もうとするものではない。条例の求める支援施
策は、コロナ感染症への対策と観光産業の復興に係る
施策を両輪として整合的に実施することで効果が発
揮されるものと考えている。また、条例の対象事業者
について具体的に列挙するには範囲が広過ぎること
から、観光産業としてくくりつつ、具体的な施策を実
行する際に対象を明確化していくことで対応できる
と考えているとの答弁がありました。
　そのほか、県執行部との調整の経緯、新型コロナウ
イルス感染症の定義の在り方、条例がなければ実現で
きない施策の有無、条例制定の時期などについて質疑
がありました。
　提案者への質疑終了後の協議により、本議案につい
ては慎重に審査をする必要があることから継続審査
となりました。
　続いて、８月25日の委員会においては、保健医療
部長及び商工労働部長から、新型コロナウイルス感染
症対策の主な実績及び経済対策の概要について説明
がありました。
　執行部への質疑の概要等について申し上げます。
　初めに、この条例を後ろ盾として観光産業の再興を
図るため、今後、議会と執行部が一致して協力してい
くことが想定されるが、どのような所見を有している
か。また、特に財政上の措置に係る国の責務を条例の
中に打ち込んでいくことについて、法制執務上の問題
はあるかとの質疑がありました。
　これに対し、条例の対象とする産業等の範囲につい
て慎重な御議論を踏まえた上で与野党で一致してい

ただきたいが、そのようにして成立した条例を背景
に、県内産業の再興と安全・安心の島の実現に向けた
施策の実施に向けて、議会と県が一体となって国へ働
きかけを行っていくことは望ましいことである。ま
た、県の条例において国を主語として国の責務を規定
することは法制執務上できないが、国の責務を念頭に
置きながら県を主語とした体系での規定ぶりであれ
ば、法体系上も問題はないと理解しているとの答弁が
ありました。
　次に、執行部として、これまでの経済対策の効果に
対する評価と、それを踏まえた今後の施策の見通しに
ついてどう考えているかとの質疑がありました。
　これに対して、効果の観点からは、直近の完全失業
率は４％で、雇用調整助成金や県の上乗せ助成等によ
りかろうじて維持している。倒産件数についても、資
金繰りの支援や雇用調整助成金等が奏功し何とか抑
制できているものと認識している。また、今後につい
ては、事業と雇用の維持に向けた特例措置の継続、需
要喚起と併せて、新しい生活様式に合ったビジネスモ
デルの構築などが必要と考えているとの答弁があり
ました。
　そのほか、他府県における経済や観光に特化した条
例による予算獲得の有無、感染拡大に関する全国知事
会の緊急提言の内容などについて質疑がありました。
　続く８月26日の委員会においては、再度、提案者
への質疑が行われ、修正案に係る協議においては、そ
の他の産業に対しても「観光産業と同様の支援の強
化」を明記することは難しいとのことであったが、係
る文言がなくとも、提案者としてその他の産業への支
援を強化していく意思はあり、条文を通してその意図
が確認できると理解してよいかとの質疑がありまし
た。
　これに対し、観光産業は裾野が広く定義づけが難し
いところであるが、取り残しがないよう条例の趣旨に
のっとって施策に反映するよう働きかける必要があ
る。協議を通して、観光関連産業以外の産業に対する
支援への配慮が必要であるとの議論を踏まえ、「その
他の産業に対する支援の強化」について明記している
ところであるとの答弁がありました。
　以上が委員会における説明及び質疑の概要であり
ますが、令和３年第６回議会議員提出議案第１号につ
いては、南風所属委員外３名から修正案が提出され、
採決の結果、全会一致で可決されました。
　修正案が可決されたことに伴い、修正議決した部分
を除く原案について採決した結果、修正議決した部分
を除く部分は、全会一致で原案のとおり可決するべき
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ものと決定いたしました。
　以上、委員会における審査の経過及び結果を申し上
げましたが、よろしく御審議のほどをお願い申し上げ
まして報告を終わります。
○議長（赤嶺　昇君）　これより質疑に入るのであり
ますが、ただいまのところ通告はありません。
　質疑はありませんか。
　　　〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（赤嶺　昇君）　質疑なしと認めます。
　これをもって質疑を終結いたします。
　これより令和３年第６回議会議員提出議案第１号を
採決いたします。
　本案に対する委員長の報告は、修正議決であります。
　お諮りいたします。
　本案は、委員長の報告のとおり決することに御異議
ありませんか。
　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（赤嶺　昇君）　御異議なしと認めます。
　よって、令和３年第６回議会議員提出議案第１号
は、委員長の報告のとおり修正議決されました。
―◆・・◆―

○議長（赤嶺　昇君）　日程第４　甲第１号議案を議
題といたします。
　知事から提案理由の説明を求めます。
　玉城知事。

〔知事提出議案　巻末に掲載〕

　　　〔知事　玉城デニー君登壇〕
○知事（玉城デニー君）　ハイサイ　グスーヨー　
チューウガナビラ。
　皆様、おはようございます。
　令和３年第７回沖縄県議会（臨時会）の開会に当た
り、提出いたしました議案について、その概要及び提
案の理由を御説明申し上げます。
　今回提出いたしました議案は、予算議案１件であり
ます。
　甲第１号議案「令和３年度沖縄県一般会計補正予算
（第13号）」は、新型コロナウイルス感染症緊急事態
措置期間のさらなる延長を踏まえ、９月12日までの
営業時間短縮及び休業の要請に応じていただいた事業
者に対する感染拡大防止協力金支給のための経費とし
て、86億3066万8000円を計上するものであります。
　以上、今回提出いたしました議案について、その概
要及び提案の理由を御説明申し上げました。
　慎重なる御審議の上、議決を賜りますようよろしく

お願いいたします。
　ユタサルグトゥ　ウニゲーサビラ。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前10時10分休憩
　　　午前10時10分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　これより質疑に入ります。
　甲第１号議案に対する質疑の通告がありますので、
順次発言を許します。
　新垣淑豊君。
　　　〔新垣淑豊君登壇〕
○新垣　淑豊君　おはようございます。
　議案に対する質疑を通告に沿って行わせていただき
ます。
　１、令和３年度一般会計補正予算（第13号）案に
ついてお伺いいたします。
　(1)、うちなーんちゅ応援プロジェクトがスタート
して、感染拡大防止に対しどのような効果が測定され
ているか。
　(2)、飲食業の休業時短要請以外にどのような感染
拡大防止策が行われているか。
　(3)、飲食業で協力を得られていない店舗はどの程
度か。またペナルティー（過料）の状況はどうなって
いるか。
　(4)、他の業界の応援も議会で提案されています。
全体的に厳しい中で借入れも増えていると聞きます。
新型コロナウイルス拡大に関しての県内企業借入れ
は、どのように推移しているか伺います。
　(5)、応援プロジェクトで膨大な税が投入されてい
ます。現状の解消のためには感染―陽性者が減少す
る必要があります。しかし夏休み明けの学校での感染
拡大が懸念されているが、対象の児童生徒のワクチン
接種計画は把握されているか。
　以上、お伺いさせていただきます。
　よろしくお願いいたします。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
　　　〔保健医療部長　大城玲子さん登壇〕
○保健医療部長（大城玲子さん）　おはようございま
す。
　新垣淑豊議員の質問にお答えいたします。
　１、令和３年度一般会計補正予算（第13号）案に
ついての (1)、応援プロジェクトの効果についてお答
えいたします。
　うちなーんちゅ応援プロジェクトは、感染拡大防止
対策として休業や営業時間短縮要請に応じていただ
くために、飲食店等に対して協力金を支給する事業と



─ 11 ─

なっております。飲食店等に対する休業等の要請の効
果としては、緊急事態措置期間が開始された５月23
日から29日までの１週間における推定感染源が飲食
関係の陽性者数は138名、県全体の陽性者数は1706
名でした。これに対し、６月27日から７月３日まで
の１週間における飲食関係の陽性者数は14名、県全
体の陽性者数は410名まで減少する効果が見られまし
た。しかしながらその後は、デルタ株への置き換わ
りもあり、感染者は徐々に増加し８月22日から28日
までの間には飲食関係は184名、県全体の陽性者数は
4452名となっているところです。
　同じく１の (2)、感染拡大防止対策についてお答え
いたします。
　県では、感染防止対策として、飲食店への休業・時
短要請以外に、大型集客施設等への土日休業及び営業
時間短縮要請や、県立施設の休館措置を実施していま
す。また、全ての県民や来訪者に対して、不要不急の
外出自粛の要請や県外及び離島との往来自粛を要請
しているほか、大規模イベントの延期または中止の要
請、学校等における分散登校など、様々な対策を講じ
ているところです。さらに、換気の徹底及びアクリル
板設置などの17項目の基準を遵守し、継続できる飲
食店等に対し感染防止対策認証制度を推進するとと
もに、感染対策の切り札であるワクチン接種について
も、加速化を図っているところです。
　同じく１の (3)、協力要請に応じない店舗について
お答えいたします。
　緊急事態措置が発出された５月23日から８月25日
までに休業や時短要請等に応じない形での営業が確
認された500店舗に対して事前通知を行い、そのうち
207店舗に弁明通知書を交付しました。それでもなお
要請に応じない175店舗に休業等を命じる文書を交付
し、店名を県ホームページで公表しております。命令
後も要請に応じない店舗については、７月21日に29
店舗、８月18日に25店舗と、特別措置法に基づく過
料を科すよう裁判所に通知しており、残る店舗につい
ても書面の準備が整い次第、順次通知する予定であり
ます。
　県としては、これらの取組により、沖縄県対処方針
に基づき行っている飲食店等への要請の着実な実施及
び協力店舗との不公平感の解消が図られるものと考え
ております。
　同じく１の (5)、児童生徒のワクチン接種の計画に
ついてお答えいたします。
　現時点で、ワクチン接種の対象は12歳以上であり、
小学校６年生の一部、中学生及び高校生が対象となり

ます。多くの小規模離島では、12歳以上の希望者へ
の接種が既に完了しているか、もしくは１回目の接種
が終了しており、また、都市部の一部の市町村におい
ても、優先対象としています。日本小児科学会による
と、小児への接種は、接種時に本人及び保護者に対し
て十分に説明した上で行うことが望ましいとされてお
ります。
　県としましては、今後、市町村が接種体制を構築で
きるよう協力するとともに、県ワクチン接種センター
３会場において、９月から接種の対象者を12歳以上
に引き下げることで、児童生徒の接種機会を確保する
こととしております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　商工労働部長。
　　　〔商工労働部長　嘉数　登君登壇〕
○商工労働部長（嘉数　登君）　１、令和３年度一般
会計補正予算（第13号）案についての御質問の中の
(4)、県内企業借入れの推移についてお答えいたしま
す。
　県融資制度の融資実績については、新型コロナウイ
ルス感染症発生前の平成30年度が1355件、約170億
円、発生後の令和２年度が１万3498件、約2055億円
となっており、平成30年度と令和２年度を比較する
と、件数で約10倍、融資額で約12倍と大幅に増加し
ております。なお、令和２年度の融資実績について
は、同感染症の影響を受けた事業者を対象にした新型
コロナウイルス感染症対応資金が約79％、中小企業
セーフティネット資金が約17％となっており、同感
染症関連融資で全体の約96％を占めております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　新垣淑豊君。
○新垣　淑豊君　ありがとうございます。
　ワクチン接種の件につきまして、再質疑をさせてい
ただきたいと思います。
　今回、児童生徒のワクチンの接種も進んでくるとい
うことでありますけれども、昨日知事の会見で発表が
ございまして、今までのシステムの数値とは大きく変
わった県独自の算出接種率というものになっておりま
すが、この件に関して、今までの数値の連続性と他地
域との比較、参考にするためにちょっと不備が出るん
じゃないかと考えておりますけれども、その辺りはい
かがお考えかお聞かせください。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　県としまして、全
人口に占める接種率を把握するためには、まずＶＲＳ
というシステムに登録されたものに加えて、例えば県
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のエッセンシャルワーカー等へは、名簿を作って接種
券が発行されないうちから接種を開始しております
ので、そういったものも含めるべきということもあっ
て、実態に近い形で公表していきたいと考えておりま
す。
　ただ、各県との比較におきましては、やはりＶＲＳ
での接種の比較が必要ですので、これは引き続き、Ｖ
ＲＳシステムでの各県との比較はしていきたいと考え
ております。
○議長（赤嶺　昇君）　新垣淑豊君。
○新垣　淑豊君　この県独自の数値を算出するという
ことに至った経緯というか、先ほどおっしゃっており
ましたけれども、これはいつ頃からこういう数値の算
出をなさってきたんでしょうか。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　県のワクチンに関
する基本的な方針を策定しましたけれども、その際
に、やはり実態を捉える上で、ＶＲＳのシステムとそ
れから県の接種センターの実績等をどういうふうに捉
えるかということは、ずっと検討してきたところでご
ざいまして、当初からそういうふうな把握が必要であ
ろうということは考えておりました。
○議長（赤嶺　昇君）　新垣淑豊君。
○新垣　淑豊君　じゃそれは、８月12日の接種基本
計画の発表の際ということでよろしいですか。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　はい。それでよろ
しいかと思います。
○議長（赤嶺　昇君）　新垣淑豊君。
○新垣　淑豊君　その際の記者会見があったかと思い
ます。そのときに、１回目の接種を８月末までに全人
口の50％というお話をされていたかと思いますけれ
ども、そのときには市町村の接種の加速化と―沖縄
県のですね、接種の加速化というものを考えてのこの
数値の設定だったのか。それとも、これもうこの数値
になりますよと見込んでこの発表をされたのかという
ことについてお伺いします。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前10時23分休憩
　　　午前10時24分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　その際には、11月
末までに希望する全ての方への接種を完了するという
国の方針も打ち出されておりましたので、県としまし
ても、それを目標に置くという必要がございました。

ですので、加速化を進めるためには、まずは第１段階
はここまで、第２段階はここまでという見せ方をし
て、市町村と一緒に協力して取り組んでいく必要があ
るということで設定させていただいたものです。
○議長（赤嶺　昇君）　新垣淑豊君。
○新垣　淑豊君　そのときの接種率の数値が、たしか
33.5％ぐらいだったはずなんです。そこから本当に
月末にかけて17％も上げ切れるのかというような話
があったかと思います。そのときにこの17％、加速
化をさせていくということでしたけれども、実はその
前に、もう既に７月30日には、医療者等への接種の
カウントというのは終わっているはずなんです。なぜ
その時点で加えた分の数値の発表をされて、それから
50％ですよということにならなかったのか。そこを
ちょっとどうお考えなのか教えてください。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　その際にしっかり
と医療者等に関する分も加えられればよかったんです
けれども、並行して進めているということもございま
して、特に医療者についてはＶＲＳのシステムではな
く別のシステムで動いているという―国のシステム
が動いているということもあって、なかなかそこの算
出が難しかったという状況もございます。
○議長（赤嶺　昇君）　新垣淑豊君。
○新垣　淑豊君　先ほど言いましたように、本当にこ
の後、半月で―３週間ぐらいですね。そこでこれだ
け上げ切れるのかということがあったわけです。だか
ら我々もその数値を見て、やはりいろんな質疑をした
りとか、この提案をしているわけです。だから、そう
いうふうに考えているのであれば、その方針は我々に
ちゃんと最初でしっかりと伝えるべきだというふうに
考えますけれども、その辺りはどうお考えなのでしょ
うか。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　全人口の接種率と
いうことでございますので、もちろんＶＲＳシステム
プラス、医療従事者や県の広域センターの分も加える
という意図は、もちろん県のほうにあったわけですけ
れども、その公表について少し分かりにくいというこ
とだと思います。ただ、この方針の中で、今後の進捗
状況については、県のワクチン接種センターの状況に
ついても、それからＶＲＳでの状況についても、それ
から職域の接種についても進捗状況は公表していきま
すということで示しておりますので、そのような意図
をしていたというところは御理解いただきたいと思い
ます。
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○議長（赤嶺　昇君）　新垣淑豊君。
○新垣　淑豊君　そこはもちろん、ちゃんと早めに情
報を提供いただきたいという趣旨ですので、ぜひ今後
のこういったワクチン接種も含めて、このコロナ対応
については、早めの情報提供というもの、この方針と
いうことを、我々議会にも投げていただきたいという
ふうに考えております。ぜひこれはこの質疑を通して
しっかりと私、伝えたいことの一つでしたので、よろ
しくお願いします。
　あと、このワクチンの接種ですけれども、昨日、こ
のモデルナの12歳以上の接種の発表というものがあ
りましたけれども、これはたしか８月３日に厚労省が
各自治体に対して、この12歳以上の接種が可能です
よということを通達されているかと思います。なぜこ
のタイミング―８月も末になりますけれども、約１
か月ほどの期間が空いたのかということについて、こ
の理由を教えていただきたいと思います。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　小児の接種につき
まして、拡大されたところからの時間の経過について
の御質問だと思いますが、小児の接種については、日
本小児科学会などが集団接種における注意点などにつ
いて見解を示しております。その中で、やはりちゃん
とした説明が必要で、保護者に対しても同伴の上、説
明が必要であるという留意点もございましたので、そ
の体制が整うまでということで検討を進めてきたとこ
ろです。
○議長（赤嶺　昇君）　新垣淑豊君。
○新垣　淑豊君　この点も私、実は以前に担当課へ提
案をさせていただいたんです。まだまだ国の方針がと
いうことがそのときの答えであったものですから、こ
れは本当に早めに進めるようになってよかったという
ふうに思っております。ぜひ先ほどの児童生徒の分含
めて、これはしっかりと県がリーダーシップを取って
やっていただきたいということであります。
　またこれも同じく報道に、ワクチンの変更がなされ
ると。第３接種会場は今ファイザー。那覇市からのワ
クチンを委託されて―県としては受託してですか。
それを接種しているということで、これがモデルナに
なりますということがありましたけれども、松本浦添
市長から多分県に対しては、その配分の数というもの
を検討してほしいという旨の話があったかと思います
けれども、この点についてはどうなんでしょうか。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　まず１つ目に、県
のクルーズターミナル接種センターの件ですが、これ

につきましては既設の２会場とともに、県としては広
域接種センターとして国に対して申請をするところで
ございましたが、その６月23日だったと思うのです
けれども、そのときに国のほうからその申請について
は打切りの御報告があって、大規模接種センターとし
ての設置ができない状況にございました。ただ、ファ
イザーで市町村と協力しての自治体の接種センターで
あれば接種が可能だということもございましたので、
那覇市のワクチンを共有させていただいて―特に那
覇市は経済活動が活発で人口も多いので、そのエッセ
ンシャルワーカーについて、那覇市の事業所を中心に
打つということで始めさせていただきました。ただ、
今般モデルナの確保が整いましたので、ファイザーに
ついては８月である程度終了しまして、９月からモデ
ルナで拡大して打つという形に整えたところでござい
ます。
　それから浦添市からの御要望については、これは浦
添市に限ることではないのですけれども、県内各市町
村全体の分について、第13クール、９月から第14、
15まで、この３クールで全ての対象者の８割に当た
る方のワクチンを確保しますということが国からござ
いまして、そのワクチンの確保に当たっては、これま
でにモデルナで打った分、それから医療従事者で打っ
た分というのは差し引いた上で、全ての希望する方の
８割ということで算定をさせていただきましたので、
それで計算したものを各市町村ごとに割り振らせてい
ただいたというところでございます。
　ただ、ワクチンの加速化のためには早めにいただく
ほうが計画が立てやすいので、知事からもぜひとも前
倒しのワクチンの確保をということで、先日も大臣に
お願いをさせていただいたところでございます。
○新垣　淑豊君　ごめん、休憩。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前10時32分休憩
　　　午前10時33分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
○保健医療部長（大城玲子さん）　第13クールと14
クールについては、もう市町村に既にお示しをしてい
ます。ただ、今後接種の状況も見まして、県としては
広域調整をする仕組みはございますので、その中で御
要望を聞いて各市町村と調整していきたいと思いま
す。
○議長（赤嶺　昇君）　新垣淑豊君。
○新垣　淑豊君　ありがとうございます。
　ぜひこれ各市町村も加速化ということについては必
死にやっていますので、これはちょっとお早めに取り
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組んでいただきたいということをお願いします。
　ちょっと戻りまして、借入れの件なんですけれど
も、やはり大分借入れが増えましたよというお話でし
た。件数が10倍、金額が12倍ということでしたけれ
ども、借入れを起こしているということはやはり需要
的に厳しいわけですね。そのお金も後々の収益の中か
ら税を払った後で戻していかないといけないわけです
から、この辺りもちょっと県としてしっかりと応援を
していただきたいという、そういう声がありますけれ
ども、その点については何かお考えはありますでしょ
うか。
○議長（赤嶺　昇君）　商工労働部長。
○商工労働部長（嘉数　登君）　お答えいたします。
　確かにコロナ関係でお金を借り入れまして、これを
いずれ返済しないといけないということになるわけで
すから、我々としてはこの間の資金需要にしっかりと
応えていくことと、需要をしっかりとつくっていくと
いうことが大事だというふうに思っておりまして、こ
ういった感染状況が厳しい中でも、クーポン券ですと
かそういったものをやるとか、域内経済循環のための
例えばＥコマースへの支援をやったりとか、そういっ
た形で事業者の資金繰りといいますか、事業活動を支
援しております。引き続き、これについては検討して
まいりたいというふうに考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　新垣淑豊君。
○新垣　淑豊君　先ほど私どもの会派の西銘経済労働
委員長から、条例の審査報告がなされて、可決いただ
きました。観光というのは本当に多岐に広がっている
ということもありますので、ぜひ県内需要というもの
もまず最初に出てくると思いますけれども、県外の需
要をどんどん取り込んでいただけるような、そういっ
た経済施策をつくっていただけるようにお願いをしま
して、質疑を終わりたいと思います。
　ありがとうございました。
○議長（赤嶺　昇君）　呉屋　宏君。
　　　〔呉屋　宏君登壇〕
○呉屋　　宏君　それでは、10分しかありませんか
ら、早速質疑をさせていただきたいと思います。
　協力金とワクチンパスポートについてでございます
が、(1)、日額４万から20万円の分け方の段階がある
というふうに聞いておりますが、それはどうなってい
るのか。
　それと、協力金の支払いを抑制する方法は何とか考
えておられるのか。
　それと、ワクチンパスポートをどのように思ってい
るのか。

　２番、協力要請に従わない店舗は何件ぐらいあるの
か。
　３番、要請に従わない大型店舗からの感染の広がり
があると思うが、保育園等の感染の広がりとの相関関
係があるのかどうかもお伺いしたいと思います。
　４番、保育園等の抗原検査は現在どうなっているの
か。
　５番、教職員のワクチン接種状況はどうなっている
のか。
　６番、協力金と指定管理について。
　指定管理者に休業要請をしていると思うが、その協
力金は出ているのかお伺いをしたいと思います。
　あとは答弁を聞いてやります。
○議長（赤嶺　昇君）　商工労働部長。
　　　〔商工労働部長　嘉数　登君登壇〕
○商工労働部長（嘉数　登君）　呉屋宏議員の御質問
にお答えいたします。
　まず１、協力金とワクチンパスポートについての御
質問の中の (1)、飲食店等向け協力金の額の算定方法
についてお答えいたします。
　休業及び時短要請に応じていただいた飲食店等向け
協力金については、国の通知により１日当たりの上限
額等が定められております。中小企業者においては、
１日当たりの売上高が10万円以下の店舗は下限額の
４万円、10万円を超え25万円以下の店舗は同売上高
に固定費を考慮した率0.4をかけた額、25万円を超え
る店舗については上限10万円を支給する売上高方式
となっております。大企業は、１日当たりの売上高の
減少額に0.4をかけた額を、ゼロ円から20万円の範囲
で支給する売上高減少額方式となっており、中小企業
もこの方式を選択することが可能となっております。
　同じく１の (2)、協力金の抑制方法についてお答え
いたします。
　飲食店等向け協力金については、緊急事態措置に係
る県対処方針に基づく休業要請等に協力いただいた事
業者に対し、支給するものとなっております。一刻も
早く感染者数を減少させ、経済活動を再開させるため
にも、引き続き県対処方針に基づく要請に協力いただ
いた事業者に対しては協力金を支給してまいります。
なお、感染状況のステージが改善した際には、感染対
策認証制度の活用により、経済活動の再開を促す施策
を検討してまいります。
　次に６、協力金と指定管理についての御質問の中の
(1)、指定管理者への協力金についてお答えいたしま
す。
　大規模施設等協力金は、新型コロナウイルス感染拡
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大防止のための休業要請や時短要請に応じていただい
た1000平米超の大規模施設運営事業者等に対し支給
されるものです。同協力金の対象事業者については、
国の実施要領で、「国及び地方公共団体その他これに
類する法人を除く。」とされており、指定管理者は、
協力金の支給対象ではありません。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
　　　〔保健医療部長　大城玲子さん登壇〕
○保健医療部長（大城玲子さん）　１、協力金とワク
チンパスポートについての御質問の中の (3)、ワクチ
ンパスポートについてお答えいたします。
　現時点において、ワクチン接種が完了している多く
の方は医療従事者及び高齢者であり、20代から40代
の多くの方の接種が進んでいない状況です。このよう
なことからワクチンパスポートについては、多くの方
に接種機会が与えられ、ワクチン接種がある程度進ん
だ段階での活用を検討する必要があると考えておりま
す。なお、ワクチンパスポートについては、国におい
て国内向けのデジタル化を検討しているとの情報もあ
るため、引き続きその動向を注視していきたいと考え
ております。
　２、協力要請についての御質問の中の (1)、協力要
請に応じない店舗についてお答えいたします。
　緊急事態措置が発出された５月23日から８月25日
までに休業や時短要請等に応じない形での営業が確
認された500店舗に対して事前通知を行い、そのうち
207店舗に弁明通知書を交付しました。それでもなお
要請に応じない175店舗に休業等を命じる文書を交付
し、店名を県のホームページで公表しております。
　３、要請に従わない大型店舗からの感染の広がりに
ついての御質問の (1)、保育園等への感染拡大につい
てお答えいたします。
　保育園等における感染は、職員が持ち込む事例と園
児等が家庭内で感染し持ち込んだ事例が主な原因と
なっています。７月に国立感染症研究所が県内の家
庭内感染の状況を調査したところ、家庭内へ持ち込む
者の感染場所は会食及び職場で５割を超えており、会
食の相手としては友人、知人の割合が高くなっており
ます。今後、保育園等への感染拡大を防止するために
は、保育園での対策だけではなく、その原因となって
いる会食及び職場での感染防止対策の徹底が重要にな
るものと考えております。
　４、保育園等の抗原検査についての (1)、保育園等
における抗原検査についてお答えいたします。
　国による抗原定性検査キットの配付事業について

は、当初、配付対象として医療機関、高齢者施設等に
限定されておりましたが、保育園等についても対象と
して拡充されたところです。そのため、８月25日に
は市町村説明会を実施したところであり、今週から県
を経由し、市町村担当課から保育園等へ順次配付を開
始していくこととしております。
　５、教職員のワクチン接種についての (1)、教職員
の接種状況についてお答えいたします。
　県では、県ワクチン接種基本方針に基づき、県のワ
クチン接種センター３会場において、エッセンシャル
ワーカー等の接種を行っております。そのうち、教職
員等の接種状況については、県の接種センターにおい
て、８月29日現在、2968名に接種を行っております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前10時45分休憩
　　　午前10時45分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　呉屋　宏君。
○呉屋　　宏君　それでは、一つ一つやっていきたい
と思いますけれども、ワクチンパスポートの件、これ
は非常に気になっていて、いろいろなところ、いろい
ろなマスコミでも報道されています。今日の日経新聞
にシンガポールの例が出ているんです。私はさっきか
らこれが聞きたかったのだけれども、協力金の支払い
―これだけ公金で負担をしているというのも分かる
んだけれども、これをできるだけ抑制するためにはど
うすればいいのかということを考えていくと、少しず
つ経済を動かしていかなければいけない。そして、
これまでずっと知事は言ってきたんです。ウイズコロ
ナ、アフターコロナ、ずっとこれを使ってきた。ウイ
ズコロナというのは何ですか。私はそういうところが
分からないんだけれども、ウイズコロナって何ですか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前10時47分休憩
　　　午前10時47分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　ウイズコロナとい
うのは、感染者を、陽性者を完全にゼロにはできない
けれども、ある程度の陽性者を抑えつつ、経済も回し
ていく、社会生活も展開していくということで、その
両立をして社会を回していくということだと認識して
おります。
○議長（赤嶺　昇君）　呉屋　宏君。
○呉屋　　宏君　そうなっていますか。
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○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前10時48分休憩
　　　午前10時48分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　現在は緊急事態宣
言下において、デルタ株の置き換わりもあり、非常に
厳しい状況にございますので、ウイズコロナと言える
状況には今のところはないと考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　呉屋　宏君。
○呉屋　　宏君　部長、私はこの協力金は確かに飲食
を伴う店舗にやっていると思います。しかし、この対
象にならない店舗もたくさんあるんですよ。だから
私は、何も夜のお店、居酒屋あるいはレストランだと
かを休業させなさいと、お金は出すからというだけで
経済が回せるかというと、回せないと思っているんで
す。だから、こういうようなワクチンパスポートとい
うのは―皆さんはどう考えているか分からないけれ
ども、当初、このワクチンというのは95％感染しな
いと言われてきたんでしょ。皆さんの認識はどうなん
ですか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前10時49分休憩
　　　午前10時50分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　ワクチンについて
は、感染予防効果ではなく、発症予防効果ということ
で90％以上の数値が示されていたところでございま
す。その中で、重症化予防などもございますので、ワ
クチンの有効性については、非常に期待をしていると
ころでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　呉屋　宏君。
○呉屋　　宏君　部長、それは違うと思うよ。これ、
ワクチンは予防としてやってきて、私たちがずっと聞
いているのは、95％は、ほぼモデルナもファイザー
もその感染する率は非常に低いと。だから確かに５％
はかかる人もいるけれども、それは重症化しないとい
うふうに聞かされてきたんですよ。じゃ、このワクチ
ンを打ったらどれくらいかかるんですか。ここはっ
きりしないと、これみんな見てるんですよ。ワクチン
打ってもかかるんですね。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前10時51分休憩
　　　午前10時51分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。

　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　感染予防効果に対
する疫学的なはっきりとしたものは示されておりませ
んけれども、発症予防効果につきましては、先ほども
申し上げたとおり、90％以上の効果があるとされて
おります。ただ、今回デルタ株の置き換わりもござい
まして、感染については、ワクチンを打った方でも感
染しているという事例もございますので、重症化予防
はもちろんありますけれども、今の現状としてはそう
いう状況だと考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　呉屋　宏君。
○呉屋　　宏君　経済を前に進めていく―これ以
上この話をしたって、もう堂々巡りになりそうだから
やらないんですけれども、時間に限りもありますし。
ただこのワクチンパスポートというのは、ほかの国で
も非常にいいと言われていて、何もその居酒屋だけで
はなくて、外でイベントを開催するための一つのパス
ポートとして使えないのかと、そういうようなものが
あります。ただ中には、これが平等性に欠けるという
人もいますけれども、それは相手側がやることであっ
て、我々はそれを使えるように整備をしてあげるとい
うことが大事だと私は思っていますから、これは収
まってからとか接種率が上がってからということにな
ると、今から進めておかなければいけないと思ってい
ますよ。これはもっと真剣に考えていただきたいと
思いますし、この件については、これ以上は言いませ
ん。次期の議会の一般質問で詳しくやりたいと思いま
す。
　それと、ワクチン接種。
　私が非常に危惧してるのが、これ２月、３月に市町
村に出してワクチン接種計画をつくらせたんですよ。
そしたら、これが行っているから、我々が、市町村長
に会ってもっと早めてくれと言ったって、担当者は何
て言うかというと、ワクチン接種計画どおりにやって
いると言うんですよ。遅れてないと言うんですよ。こ
れをギアを上げてやっている市町村もあるんです、石
垣市のように。だから感染者が700人とか800人まで
来ている以上、ここはもう少し皆さんの中で、しっか
りと市町村にヒアリングをして、もっと早めるように
調整をしないと、これ抑制できる話ではないと思いま
すよ。どうですか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前10時54分休憩
　　　午前10時54分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　保健医療部長。
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○保健医療部長（大城玲子さん）　議員のおっしゃる
とおり、県でワクチン接種センターを開設して、加速
化に向けて頑張っているところでございます。ただ、
大部分を市町村が担うことになりますので、市町村の
加速化を図ることは非常に重要だと思っております。
ですので、市町村に対しては工程表の作成、それから
市町村との情報の共有などを図っているところでござ
いまして、それが円滑に進むよう取り組んでいるとこ
ろでございます。その中で、どこが課題になっている
かということをしっかりと県としても把握した上で、
その支援に努めたいと思っております。また、接種が
完了した市町村等からは、ワクチンの余剰なども出て
くるというふうに認識しておりますので、その融通に
ついても調整するなどして取り組んでいきたいと思い
ます。直近の事例としましては、久米島町における余
剰ワクチンを回収しまして、南部医療センター・こど
も医療センターで疾患を持った多くの子供さんたちに
ワクチンを接種した―各市町村からいらしている子
供さんがいるんですけれども、そこは市町村での接種
が難しいので病院でやるということにも取り組んでい
るところでございまして、市町村と協力しながら取り
組んでいきたいと思います。
○議長（赤嶺　昇君）　呉屋　宏君。
○呉屋　　宏君　これは接種を早めることでしか沈静
化させることはできないと私は思ってますから、早め
にそれをやっていただきたいと思います。
　それと、先ほどの協力金のことでちょっと聞き忘れ
たんですけれども、実は部長、協力金のところで、私
たちが―皆さん聞いていると思いますよ。協力金を
もらいながらお店が開いているということも我々は耳
に入ってきます。こういうのはどうするんですか、こ
れは犯罪じゃないの。
○議長（赤嶺　昇君）　商工労働部長。
○商工労働部長（嘉数　登君）　お答えいたします。
　協力金の虚偽申請や不正受給については、昨年12
月に商工労働部内にＰＴを設けまして、その抑制対策
を取ってまいりました。巡回とかそういった対策を
取っております。それから今年度になりましてから
は、保健医療部におきまして、新たに外部委託も含め
まして、店舗の巡回指導等を実施しております。ただ
そうはいっても、外部からやっぱり不正受給に当たる
んじゃないか、虚偽申請に当たるんじゃないかといっ
た通報が多数寄せられておりまして、そういった通報
があった店舗については、我々も当該店舗のホーム
ページを確認したり、場合によってはその現場確認を
して、それから対象外だということになれば不支給に

するという対応を取っております。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　呉屋　宏君。
○呉屋　　宏君　宜野湾市の組合から話を聞いていま
すと、組合でそれ以上突っ込めないんだそうです。皆
さんのところにも電話を入れているんだそうです。だ
けど、対処できそうもないというのが彼らの考え。そ
れでどうしたかというと、もうこれは県警とタイアッ
プするしかないと言うんですよ。ばかを見て、お店を
閉めて、我慢してやっているところもあれば、お店は
閉めずに―閉めずにというのは、実際は開いてるん
ですよ中は。看板の照明は消して、中でそのまま営業
を続けているという店舗も結構あるんだそうですよ。
こういうところを皆さんがしっかりと摘まないと、
一生懸命やっている人たちは、これでいいのかという
話になっていくんだよ。真剣にここをやっていかな
いと、大名行列みたいに飲食業団体と一緒に通りを歩
いたって、それを摘発できるわけがない。しっかりそ
の団体と話合いをして、注意をしていくような方式を
取っていかないと、これはまずいと思いますよ。その
辺の思いはどうなんですか。
○議長（赤嶺　昇君）　商工労働部長。
○商工労働部長（嘉数　登君）　お答えいたします。
　感染拡大防止のためには、より多くの店舗に協力い
ただくことが非常に肝要だというふうに思っておりま
して、そういった不正受給とか虚偽申請といったこと
が出てまいりますと、当然その店舗間に不公平感とい
うのが多数出てくるという状況になるというふうに
認識しております。ただ一方で、そういった組合等か
らの通報に対して我々だけで行くと、ちょっとこれは
危ないんじゃないかというような状況もありまして、
そこは県警とも協力しながらしっかりと事実確認をし
て、適切に対処してまいりたいと考えております。
○議長（赤嶺　昇君）　呉屋　宏君。
○呉屋　　宏君　そうしてください。宜野湾市では、
これはもう宜野湾警察署とタイアップをしてやるとい
うことになって、それが改善されたんだそうです。で
すから、しっかりとやっていただかないと、これ法の
下で詐欺まがいのような形になりますから、ここで一
生懸命血税で皆さんに協力金を出している以上、しっ
かりそれを守っていただくところにしっかりと対処で
きなければ、これやっている協力者がばかみたいな話
になりますから、よろしくお願いします。
　それと保育園の件。
　抗原検査キット、これいつ頃までに配付を終わる予
定ですか。
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○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前10時59分休憩
　　　午前11時０分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　先ほど答弁申し上
げたとおり、今週から開始して、約２週間程度で配付
を完了するという目標であります。
○議長（赤嶺　昇君）　呉屋　宏君。
○呉屋　　宏君　実は私の娘も保育士をやっています
けれども、これを聞きますと、やっぱり犯人捜しをす
るんだそうですよ、保育園の中で。居酒屋で飲み会を
したんじゃないかとかそういう―園内が疑心暗鬼に
なっている。ところが検査をしようにもＰＣＲも簡単
にできない。今言う抗原検査をやるという話になって
いるけれども、これもなかなか配付されてこない。そ
ういう実態があるということをぜひ分かっていただき
たいと思います。
　先ほど聞いたんだけれども、きれいにお答えになっ
ていない。教職員のワクチン接種の状況は何％くらい
進んでるんですか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前11時１分休憩
　　　午前11時１分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　教育長。
○教育長（金城弘昌君）　お答えいたします。
　県教育委員会で把握しています県立学校の部分だ
けでございますけれども、８月５日現在で接種率が
56.7％となっております。また、８月６日以降に接
種予定という方々が約23％程度いますので、合わせ
ると８割程度の県立学校の先生方が接種予定かと思っ
ています。あわせて市町村につきましては、各市町村
のほうで、市町村別の教職員について優先接種に取り
組んでいるところでございます。ちょっとこちらの部
分については数字は把握していません。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　呉屋　宏君。
○呉屋　　宏君　これはある市ですけれども、市は伏
せさせていただきますが、統計を取ったらワクチンを
打ちたくないという先生方が25％程度いるんだそう
です。だから、こういうような対処はどうするおつも
りなんですか。
○議長（赤嶺　昇君）　教育長。
○教育長（金城弘昌君）　お答えします。
　県立学校教職員向けに感染症対策ガイドラインの中

で、その集団感染リスクへの対応として、ワクチンの
有効性などを記載させていただいているところでござ
います。当該ガイドラインについては、市町村教育委
員会へも提供をしておりますので、しっかりとその有
効性、またリスク等も勘案しながら判断していただけ
ればというふうに思っています。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　呉屋　宏君。
○呉屋　　宏君　私が聞いているのはこの25％をど
うするんですかと聞いているんですよ。
○議長（赤嶺　昇君）　教育長。
○教育長（金城弘昌君）　先ほどお答えしましたけれ
ども、県立の先生方の接種率８割ぐらいを目指してい
るということで、やっぱりこれ強制はできないところ
でございますので、しっかりＰＣＲ検査ですとか、抗
原定性検査キットなども活用しながら、その辺につい
ての感染防止対策には努めていきたいと考えておりま
す。
　以上でございます。
○議長（赤嶺　昇君）　呉屋　宏君。
○呉屋　　宏君　だから、教育長ちゃんと答えて。こ
れは個人の自由だから打たなくてもいいんですよ。だ
けど、打たなかった人の対策をどうするのか、今言う
ようにＰＣＲをどうするのか、抗原キットをどうする
のか、それをどうやって配付をしていくのか。そうい
うところが聞きたいんです。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前11時４分休憩
　　　午前11時４分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　抗原検査キットに
つきましては、学校等についても文科省を通じて配付
されているものと考えております。それから、迅速な
ＰＣＲ検査というのはやはり重要なことでございます
ので、県のコロナ本部に学校ＰＣＲチームを設置して
おりますので、それを活用して早期の覚知に努めてい
きたいと思います。
○議長（赤嶺　昇君）　呉屋　宏君。
○呉屋　　宏君　そのとおりだけど、部長。那覇市に
一体ＰＣＲ検査所が幾らあるのか、沖縄市に何件あ
るのか、うるま市に何件あるのか、どこで感染症がは
やっているのか。これに中部はどう対処するの。
○議長（赤嶺　昇君）　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　現在の急拡大に検
査が追いついていかないということがないように、中
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部については、特に感染が非常に厳しい状況がござい
ましたので、保健所の機能を補完する形で、行政検査
という形で明日から県の総合運動公園において、セン
ターを立ち上げることとしております。それから、県
民が安価でＰＣＲ検査が受けられる窓口についても中
部にはございませんでしたが、中部に設置が１か所決
まったというふうに聞いているところでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　呉屋　宏君。
○呉屋　　宏君　それはうるま市のことかもしれませ
んけれども、とにかく感染が拡大しているのがどこか
というところにちゃんとスポットを当ててやっていた
だきたいと思います。
　最後になりますけれども、この指定管理者に対す
る休業要請に対する協力金、これはなぜないのか、
ちょっとお聞かせいただきたいと思います。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前11時６分休憩
　　　午前11時６分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　商工労働部長。
○商工労働部長（嘉数　登君）　お答えいたします。
　先ほど、指定管理者は協力金の支給対象ではありま
せんという答弁をさせていただきました。それの根拠
というところですけれども、これは内閣府の地方創生
推進室のほうから通知が出ておりまして、大規模施設
等に対する協力金の実施要領というものがございま
す。その中にありまして、特定大規模施設運営事業者
等に対する協力金の中で、この特定大規模施設運営事
業者とはというところがありますが、これは特定大規
模施設の運営により収益を得る事業を行う者であっ
て、当該施設の管理権等の休業・営業時間短縮等を決
定する権限を有し、これにより休業・営業時間短縮を
決定した者としております。なお、国及び地方公共団
体、その他これに類する法人を除きますということ
で、そもそも国とか地方公共団体、そういったこれに
類する法人については、この大規模施設等の協力金の
対象外とされていることから、我々としてもその支給
対象外というふうにしております。
○議長（赤嶺　昇君）　呉屋　宏君。
○呉屋　　宏君　それは交付金からの支給対象外なん
だから、県の部分でもう少し考えるべきではないのか
なと思いますよ。それと、市町村の指定管理者へは皆
さんから何か出してるんですか。閉めさせなさいとい
うことを。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前11時８分休憩

　　　午前11時８分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　商工労働部長。
○商工労働部長（嘉数　登君）　お答えいたします。
　大規模施設等に対する休業要請に対する協力金につ
いては県のほうで事務を執行しておりまして、市町村
においてはそういった協力金は支給されておりません
し、それからその指定管理者が対象外になるかどうか
ということについて、県から市町村にそもそも通知し
た事実もございません。
○議長（赤嶺　昇君）　呉屋　宏君。
○呉屋　　宏君　私が言っているのは、市町村が指定
管理をしているところにも、市町村にそこを閉めさせ
なさいという通知が行っているのかということを聞い
ている。協力金じゃない。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前11時９分休憩
　　　午前11時10分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　緊急事態措置に係
る県の対処方針において、大規模施設等については、
この対処方針で全て協力要請をしておりまして、その
中で1000平米を超える施設については時短の要請な
どをしているところでございます。ただこれとは別
に、県立の施設については全て休館とするようにとい
うことで、別途この対処方針の中で書いておりまし
て、市町村についても同様の取扱いを働きかけるとい
う内容になっているところでございます。
○議長（赤嶺　昇君）　呉屋　宏君。
○呉屋　　宏君　要請書が７月30日、土木から364号
で出ています。閉めなさいという要請が。
　最後に聞きますが、今、全国で沖縄のワクチン接種
率というのは何位ですか。
○議長（赤嶺　昇君）　休憩いたします。
　　　午前11時12分休憩
　　　午前11時12分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　保健医療部長。
○保健医療部長（大城玲子さん）　全年代におけるワ
クチンの接種率については、沖縄県はパーセンテージ
の順位でいきますと、47位というところでございま
すが、県の場合は高齢者の割合が各県に比べて低いと
いうことで、若い人の割合が多くなっております。で
すので、その分がほかの県とちょっと異なるところで
はございます。ちなみに20歳から59歳まで、20代か
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ら50代までの接種率でいきますと、１回目が33.03％
で25位、２回目の接種率が19.08％で24位という状
況にはなっております。
○呉屋　　宏君　以上です。
○議長（赤嶺　昇君）　以上で通告による質疑は終わ
りました。
　これをもって質疑を終結いたします。
　ただいま議題となっております甲第１号議案につい
ては総務企画委員会に付託いたします。
　委員会審査のため、暫時休憩いたします。
　　　午前11時13分休憩
　　　午後４時46分再開
○議長（赤嶺　昇君）　再開いたします。
　休憩前に総務企画委員会に付託いたしました甲第１
号議案については、先ほど総務企画委員長から、お手
元に配付の委員会審査報告書が提出されました。
　この際、お諮りいたします。
　甲第１号議案を日程に追加し、議題といたしたいと
思います。
　これに御異議ありませんか。
　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（赤嶺　昇君）　御異議なしと認めます。
　よって、甲第１号議案を日程に追加し、議題とする
ことに決定いたしました。
―◆・・◆―

○議長（赤嶺　昇君）　甲第１号議案を議題といたし
ます。
　本案に関し、委員長の報告を求めます。
　総務企画委員長又吉清義君。
　

〔委員会審査報告書（予算）　巻末に掲載〕

　　　〔総務企画委員長　又吉清義君登壇〕
○総務企画委員長（又吉清義君）　ただいま議題とな
りました甲第１号議案の予算議案について、以下、委
員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げま
す。
　委員会におきましては、総務部長の出席を求め慎重
に審査を行ってまいりました。
　審査の過程における執行部の説明及び質疑の概要等
について申し上げます。
　甲第１号議案「令和３年度沖縄県一般会計補正予算
（第13号）」は、新型コロナウイルス感染症に対する
緊急対策を実施するため、緊急に予算計上が必要な事
業について補正予算を編成するものである。
　補正予算案の総額は、歳入歳出それぞれ86億3066

万8000円で、補正後の改予算額は、9766億4395万
8000円である。
　歳入の内訳は、国庫支出金及び繰入金である。
　歳出の内訳は、休業要請等に協力した事業者に対す
る感染拡大防止対策協力金に要する経費であるとの説
明がありました。
　本案に関し、感染防止対策の非協力店が増えてきて
いる状況があるが、そのことが感染拡大の要因と考え
られるのかとの質疑がありました。
　これに対し、休業や時短要請に応じずに営業をして
いる店舗での感染事例が起こった事例について、クラ
スターが発生している店舗は９店舗あり、57名の感
染事例が確認されている。クラスターではないが、非
協力店において、４名以下の感染事例が確認されてお
り、現在集計中であるが、100名以上に上るのではな
いかと考えているとの答弁がありました。
　次に、時短の協力金をもらって店自体は開けていな
いけれども、中では鍵を閉めて営業している店がある
と聞いたが、どう対策するつもりか。また、県警を含
めて対応を促すようなことも必要ではないかとの質疑
がありました。
　これに対し、休業を装って開業をしているという
ような店舗については、県にも通報などがあり、そう
いった店舗を中心に巡回をしている。非協力店の従業
員が感染したことを隠した場合、保健所の疫学調査等
に協力が得られず感染が拡大するという可能性もある
ので、これについては巡回や市町村の協力も仰ぎなが
ら強化していく。
　また、協力金の不正受給や虚偽申請といったような
ものについては、県だけではなかなか対応できない部
分も出てくるかと思うので、県警とも協議の上、悪質
なケースについては刑事告訴も視野に厳正に対処して
いきたいとの答弁がありました。
　そのほか、海浜公園等でバーベキューを行っていた
指定管理者への協力金以外の手当ての必要性、ワクチ
ンパスポートの必要性、宮古島市における宿泊療養施
設の稼働状況、臨時交付金の要請内容などについて質
疑がありました。
　採決の結果、甲第１号議案は全会一致をもって、原
案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
　以上、委員会における審査の経過及び結果を申し上
げましたが、よろしく御審議のほどをお願い申し上げ
まして報告を終わります。
○議長（赤嶺　昇君）　これより質疑に入るのであり
ますが、ただいまのところ通告はありません。
　質疑はありませんか。
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　　　〔「質疑なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（赤嶺　昇君）　質疑なしと認めます。
　これをもって質疑を終結いたします。
　これより甲第１号議案を採決いたします。
　お諮りいたします。
　本案は、原案のとおり決することに御異議ありませ
んか。
　　　〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長（赤嶺　昇君）　御異議なしと認めます。
　よって、甲第１号議案は、原案のとおり可決されま

した。
―◆・・◆―

○議長（赤嶺　昇君）　以上をもって本日の日程は全
部終了いたしました。
　今期臨時会の議会活動状況は、後ほど文書をもって
報告いたします。
　以上をもって本日の会議を閉じます。
　これをもって令和３年第７回沖縄県議会（臨時会）
を閉会いたします。
　　　午後４時51分閉会
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